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予 算 決 算 常 任 委 員 会 開 催 状 況 

 

１．日  時  平成 28 年２月 29日（月） 

         午前 10時 11 分 開会     午前 10 時 25分 閉会 

 

２．場  所  全員協議会室 

 

３．出席委員  川崎順次委員長、吉本慎太郎副委員長、南藤陽一委員、宮橋勝栄委員、

井田秀喜委員、木下裕介委員、新田寛之委員、吉村範明委員、浅村起嘉

委員、梅田利和委員、高野哲郎委員、片山瞬次郎委員、出戸清克委員、

二木攻委員、宮西健吉委員、宮川吉男委員、橋本米子委員、表靖二委員、

浅野清利委員、北出隆一委員、杉林憲治委員、灰田昌典委員 

 

４．欠席委員  なし 

 

５．委員会の議題 

議案第 12号 平成 27年度小松市一般会計補正予算（第４号） 

議案第 13号 平成 27年度小松市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第 14号 平成 27年度小松市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第 15号 平成 27年度小松市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議案第 16号 平成 27年度小松市水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第 17号 平成 27年度小松市公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第 18 号 平成 27 年度国民健康保険小松市民病院事業会計補正予算（第１号） 

議案第 19号 小松市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に 

ついて 

 

６．委員長報告の要旨 

予算決算常任委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。当委

員会に付託されました案件は、「議案第 12号 平成 27 年度小松市一般会計補正予算（第４

号）」をはじめとする議案８件についてであります。 
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議案の内容につきましては、平成 27 年人事院勧告に準じた、職員の給与改定を実施す

べく、一般職員の月例給について平均０．４％引き上げ、また、期末・勤勉手当について

も、民間の支給状況を踏まえ、一般職員は勤勉手当を０．１月分引き上げ、特別職は期末

手当を０．０５月分引上げとする条例改正及び所要の補正を行うものであります。 

 

 この案件につきまして、終始慎重な審査を行いました結果、現在の社会情勢や経済状況

等を鑑み、人事院勧告を尊重すべきとの事で意見の一致をみ、議案第 12 号から第 19号の

以上８件は、全会一致をもっていずれも原案どおり可決すべきものと決した次第でありま

す。 

以上 

 


